
第苔章 コンテンツ規制

インターネットにおけるコンテンツ規制問題

S･有害情報への対処をどうするか、議論は盛んだが解決策は見えず･4

イン ター ネット は、個 人の|'|己 衣現 の発展、 学術・ 文化的 価　　３．ベ ッ コ ア メ ・ イン タ ー ネ ッ ト 事 件

値 の創出、経済収引 の利便性 の向1こなど計りし れない メリ ット

を もたらしているが 、そのJ乂面におい て、進 法または 有占 な･ti'i　　　わいせつ 罪の疑い で刑IJt告発 される･｣け|こが川 えてい るが 、 イ

報( コンテン ツ) の流通が問 題となっ ている　 たとえば 、わい　　 ン ター ネット にか かわ るこの 仲の･μ件 の 第1り･として 注目 され

せつ情 報、他 人を 誹､滂中傷 する情Ⅲ、jMj 』的 な情 報、 人のI!9.厳　　 たのが ベッ コア メ・ イン ター ネット･jけ|ごであ る　1996 年 凵｣31

を侵害する情 報、 ｆどもに とっ ての 有害な帖 報などの流 通が社　　 凵、２人の 被疑 者の家宅 捜索 など が行 われ、 翌2J｣1 囗、被 疑 名一

会的に問 題視さ れてい る　い くっ かについ て 只一体的 に兒る と、　 の１ 人であ る 会社iiが逮捕 された　 束京地政は、 会社iiの わい

次のようになる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せつ図11111公然陳 列被占l川牛につ い て、 同年4J｣2211 、 懲役1 年6

J｣、 執行 猶F3 年の 判決を､t い 渡した　 会社以( 被 告人) が搾

１．神戸 小 学 生 殺 害 事 件( 酒 鬼 薔 薇 事 件)　　　　　　　　　 訴しなかっ たので、こ の判決は 俑定し た

郵政 省屯 気迦Ｕ 同で は、1996年 と1997 年に研 究 会を開 催して、

1997 年6 月にこの1｣け|この 被疑 片が逮捕 さ れた1111:後、ホ ームベ　　 インター ネット| ヅ)帖 Ⅲ流 通につい て検 討した　 その結 米 まと

ージに'Jf件とは 関係のない' 廾カ キバラ] 姓 の個 人､l`I'j濔 が､I:こき　　 めら れた2つ のⅢ 告､I;凵1996 年12 月お よび1997 年12 川　は 、 イ

込まれ たり、 被疑 行の 名 前は｢ Ｏ Ｏ らし い_ という 楠 報、70　　 ンター ネットにおけ るコ ンテ ンツ問 題を 分析す るにヽliたっ て 参

０ ． という 名字 の人の佃 人情 報が流 れた　 また、ほか のホーム　　 考に なる　しかし 、こ れらの 悵;り､IFは． 現行法 による対 応を巾

ペ ージにｊ 件 に関するコ ーナーが 設け られ、 被疑 者の 少年･の実　　 心に検 討し 、新たな 法的 対応 は提叫してい ない

名であ るという情 報が掲 秡された　 さらに、 海外のプロ バイダ　　　　 一方、警察庁はF 風 俗営 業等の脱制 及び 業務の適II{化 等に関

－ の ホー ムペ ージ を通じ て 実名で あ る とす る 名前が､I:=き込 ま　　 する 法il廴 を改ll{して、 イン ター ネット ・コ ンテンツの･ 定 部

れ、顔写真 も掲 秡さ れた　 しかし、こ れら は、現 行法 の規定の　　 分を 脱制す る法案 を|りjらか にし、 政府 は、1998 年3 月．法 案を

どれかに明自 に違丿乂する という もの ではな く、社 会的 に非弸さ　　 国 会に捉 出したｰ　こ れは．山 り卜 建|ﾐ的好 む心を そそる ため性的

れるにとど まった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 な 行為を去す場 向 または 衣服を 脱い た 人の姿態 の映 像を見せる

営 袞で 、電気通1,1設備をJljいてそ の客に 当該映 像を伝 達するこ

２．パ ソ コン 通信 名 誉 毀 損 事件　　　　　　　　　　　　　　　 と 礒 送 また は有線放送 に該 肖する もの を除 く) に より営 むも

のをjl 則象送 信塑性風 俗特殊営 業｣ と定 義し、こ れを営 む･矜に

イン ター ネット その ものでは ない が、コ ンピュ ータ ネットワ　　 公安 委口会への川 出を義 務付け るこ と冂2) 自動 公衆送 仁装 置設

－ クという 点で は 共通 する パソ コ ン辿 仁で、 名 欝毀 損 訴､趾が　　ii゙ l':矜( プ ロ バイダー) が 映像送 信刷性 風俗特殊営 業を営 む 者が

19引 年利｣21 囗に提 起さ れ、こ れ に関す る 束 京地裁 の判 決は、　 わい せっ な映 像を記録し たこ とを知っ たと きは 、その 送信を 防

1997年51j26 凵に出さ れた　 裁判所は、そ の､I:=き込 みをした 名･、　1[ す るため必 要な措 置を､溝ずる よう 努め なけ ればなら ない もの

パ ソ コ ン 通Ｕ の 運営 片であ る ニ フ テ ィ株式 会 社 、NIFTY　　 とするこ とな どを内 容としてい る

SERVE か ら電f･ 会議室 の竹 理を 仟さ れてい る シ スオペ の モ升　　　 コ ンテン ツ問 題は国際 協力が 必 要であ り、そ の駿論 も盛ん だ

に対し、計50 万円の損 害賠償を 支払 う よう 命じた　 被 告らが控　　 が、 汨IIの対応が 輿なるため 解決は容 易ではない

訴したので、 本件は束京鳥 裁に係属巾であ る
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